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復興にともなう都市計画（案）および変更（案）についての縦覧を行います。

【縦覧内容】
１．土地区画整理事業の施行区域案（宮城県決定）

津波の被害を受けた区域のうち、町の中心部地区において、都市基盤施設の

整備（上下水道施設、道路等）と、土地利用の再編をはかるため、土地区画整理
事業を行う区域を定めます。

２．被災市街地復興推進地域の変更案（女川町決定）

平成２３年１１月１１日に指定した被災市街地復興推進地域に新たな区域を追加し、土地区画整理事業

区域に合わせて変更します。

３．都市計画公園の変更案（宮城県決定）
早期に安全な居住地を整備し、被災者の居住の安定を図るため、安全な高台に位置する総合運動場

のうち陸上競技場を都市公園区域から除外します。（※災害公営住宅用地となります）

４．都市計画道路の廃止（宮城県および女川町決定）

土地区画整理事業の予定区域内において既決定の都市計画道路（全８路線）を廃止します。今後は市

街地の新たな都市計画道路網の形成に向けて、順次、都市計画道路の決定を行っていく予定です。

【意見書の提出方法】
これらの案に意見のある人は、縦覧期間中に、「１」「３」は宮城県知事あてに、「２」は女川町長あてに、

「４」は宮城県知事と女川町長あてに意見書を提出することができます。提出方法や形式については、
役場復興対策室までお問い合わせください。

縦覧日時：２月２４日（金）～３月９日（金）まで
縦覧時間：８：３０～１７：００
縦覧場所：女川町役場２F 復興対策室
※土日も町民の部屋にて開催しております。

このたび町の復興事業を進めるにあたり、都市計画の決定及び変更がありますので、そ
の縦覧（公開）を行います。変更内容、縦覧期間、意見書の提出については以下のとおりで
す。

裏面の図面もご覧ください。
お問い合わせ先：女川町役場復興対策室

TEL:0225(54)3131

※宮城県決定の内容の部分については宮城県庁土木部都市計画課でも縦覧することが
できます（平日就業時間のみ）。
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